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改正労働安全衛生法（一人親方を含む個人事業者等の安全衛生対策の推

進）の周知について 

 

日頃から労働基準行政の推進に各段の御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

この度、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律（以下、「改正法」

という。）が、令和７年５月 14日に公布され、一人親方を含む個人事業者等の安全衛生

対策の推進等につきまして、段階的に施行することとされたところです。 

改正法の内容のうち一人親方を含む個人事業者等の安全衛生対策の推進に係るものは

下記のとおりですので、貴団体に加入されている特別加入者に対し、別添リーフレット

を活用いただく等して、改正法の内容等を周知していただきますよう、お願いいたしま

す。 

 

記 

 

１ 一人親方を含む個人事業者等の安全衛生対策の推進について 

（１）注文者等の配慮（令和７年５月 14日施行） 

労働安全衛生法第３条第３項に規定されている注文者などへの注文時の施工方

法や工期などに対する配慮規定について、今回の法改正によりこうした規定が建

設工事以外の注文者にも広く適用されることを明確化しました。 

 

（２）混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大（令和８年４月１

日施行） 

（特定）元方事業者が混在作業場所において、自社及び関係請負人等に雇用さ

れている労働者の災害防止のために講ずべき必要な指導や連絡調整等の措置につ

いて、その対象が当該労働者から個人事業者等を含む作業従事者に拡大されまし

た。 

また、政令で定められた機械等または建築物を他の事業者に貸与する者が災害



防止のために講ずべき措置について、個人事業者等に貸与する場合にも当該措置

を講ずることとされました。 

 

（３）業務上災害報告制度の創設（令和９年１月１日施行） 

個人事業者等の業務上災害が発生した場合には、災害発生状況などについて、

厚生労働省に報告させることができることとしました。 

報告主体や報告事項などの報告の仕組みの詳細は今後、関連する法令等により

示すこととしています。 

 

（４）個人事業者等自身への義務付け（令和９年４月１日施行） 

個人事業者等自身に対して、労働者と同一の場所において作業を行う場合に、

①構造規格や安全装置を具備しない機械などの使用の禁止、②特定の機械などに

対する定期自主検査の実施、③危険・有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講

などを義務付けることとしました。 

 

（５）作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け（令和９年４月１日施行） 

作業場所管理事業者（仕事を自ら行う事業者であって、当該仕事を行う場所を

管理するものをいいます。）に対して、その管理する場所において、自社または請

負人の作業従事者のいずれかが、危険・有害な業務を行う場合に、災害防止の観

点から、作業間の連絡調整等の必要な措置を講ずることが義務付けられました。 

 

 

 

※厚生労働省のホームページ 

＜個人事業者等の安全衛生対策について＞ 

 

 

  



２ 一人親方を含む個人事業者等の安全衛生対策の推進に関する法施行日一覧 

 

 2025年 

（R７）年度 

2026年 

（R８）年度 

2027年 

（R９）年度 

（１）注文者等の配慮 

   

（２）混在作業場所における

元方事業者等への措置

義務対象の拡大 

   

（３）業務上災害報告制度の

創設 

   

（４）個人事業者等自身への

義務付け 

   

（５）作業場所管理事業者へ

の連絡調整措置の義務

付け 

   

 

令和７年５月 14日施行 

令和９年４月 1日施行 

令和９年１月 1日施行 

令和８年４月 1日施行 


